
 1 

令和４年６月 教育委員会定例会議事録 

 

１．日  時   令和４年６月２８日（火） 午後２時００分開会 

         令和４年６月２８日（火） 午後４時００分閉会 

２．件  名   河南町教育委員会定例会 

３．開催場所   河南町役場 4階 301・302会議室 

４．出席委員   教 育 長       中川 修 

         教育長職務代理者 西川 幹雄  

  委 員      藤原  充 

委 員      髙井 美惠子 

          委 員       杉田 みはる 

５．事務局職員    教・育部長                   湊 浩 

         教・育部副理事兼指導主事     内山 裕生 

         教育課長             中海 幹男  

         こども１ばん課長         山田 恵 

         生涯まなぶ課長          森  弘樹 

         給食センター所長         梅川 茂宏 

教育部教育課課長補佐兼指導主事  柏木 俊介 

（審議内容）  
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先ほど教育長室に来ていただいたときにも話題になりましたが、今日の午前

中に、近畿で今まで過去最速で梅雨が明けたというニュースが入ってきました。

梅雨入りしたのも６月１４日ぐらいで、期間も今年は短かったし、暑さが尋常

じゃないぐらいで、これも急な変化があるので皆さん気をつけてくださいとい

うことと、６月は、町の校長会も教頭会も実は同じ統一テーマで話をしたので

すが、危機管理という話をさせてもらいました。 

６月を振り返ってみますと、６月８日に、あれは２００１年ですから、もう

２０年ほど前になりますね。大教大池田のような事件は二度と起こしていけな

い。６月８日であるとか、或いは１月１７日であるとか、毎年覚えないといけ

ないような日付が、どんどん増えていく。そんな中６月は、今しがた申しまし

た気候の変化、豪雨もあります。地震も多発していますし、子どもたちには、

本当に予測が不可能という中で何があっても、冷静に落ち着いて判断できるよ

うな大人に将来育っていって欲しい。学校では、避難訓練したりとか、また水

泳の授業は、今年は３年ぶりなので、学校のプール入るのが初めてというのが、

１年２年３年。先生たちも多分、ものすごい準備をして、望んでいることでは

ないのかなと。そういう意味ではやっぱり安全で教育ができてこそというふう

に考えるとね、６月は改めて危機管理、そしていろんなことが起きたときの、

その対応力、それを大人も子どもも、確認しながらやっていくことが大事だと

思ったので、校長会とか教頭会はそういう話をさせてもらいました。 

さっきも申しましたように、この暑い中、雨不足もあって、水不足、それか

ら電気不足。今では予想もつかないことが起こるかもしれない。あと１学期も

３週間となりましたが、何とか夏休みまで頑張れるように、事務局も学校を支



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員全員 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

教育長 

 

 

事務局 

 

教育長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援していきたいなと思っているところです。本日もどうぞよろしくお願いいた

します。 

それでは、令和４年６月の教育委員会定例会を開催いたします。 

まず初めに、本日の定例会につきまして、傍聴の方はおられません。次に、

本日の出席者は５名です。定足数を満たしていますことをご報告いたします。 

次に会議録署名委員は、河南町教育委員会会議規則第１７条の規定により、

西川委員に決定してよろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

ご異議がないようですので、会議録署名委員は西川委員に決定いたしました。 

それでは２諸報告、その他に進めさせていただきます。 

まず「（１）教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に係る教育

評価委員について」を事務局の説明等を求めます。 

 

「（１）教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に係る教育評価委

員について」 資料に基づき説明 

 

この件について何かご質問等ございませんか。ないようですので、次に 

「（２）運動部活動の地域移行について」、事務局の説明を求めます。 

 

「（２）運動部活動の地域移行について」 資料に基づき説明 

 

この件について何かご質問等ありますか。 

 

部活動の地域移行に関する検討を今後されていくわけですけれども、これは

テーマ的には本当に非常に重たく大変な作業だと思います。 

1 点はこの３枚刷り資料の課題のところですね、この課題の丸印の真ん中。

そこを見ていただいて、課題のところに競技経験のない教師が指導せざるをえ

なかったり、休日も含めた運動の活動の指導が求められたりするなど、教師に

とって大きな業務負担、そういうふうに課題として書かれています。実際、教

育委員の皆さんも先生方及び管理職を体験された委員の方も多いので、現状を

把握されたと思いますけれども、実際そういうような現状になっているかとい

うことをちょっとご参考にお伺いしたいことと、もう１点は、同じ３枚刷りの

資料の上から３段目ですね、かっこ枠の目指す姿というところの、丸印三つあ

りますけど、真ん中。スポーツは自発的な参画を通して、楽しさ喜びを感じる

ことに本質、自己実現、活力ある社会、絆の強い社会づくり、部活動の意義の

継承、発展新しい価値の創造と、ちょっと堅苦しい文字がずらずらと並んでい

ますけれども、私もスポーツを楽しむ人間として現在、現役で登山とスキーと

テニスという３種目を楽しんでいます。僕は思うのだけど、この、スポーツの
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本来の意義とかをこの年になって考えたときに、スポーツは、的確な指導者、

コーチについて練習すれば、確実にレベルアップしていくのですよ。うまくなっ

たな、できなかったことができるようになる。 

挑戦して調整して、上手くいかない、エラーを重ねることによって、心も鍛

えられて、スキルも上がってくることもありますので、それはスポーツを通じ

て、人間性を育てられるスポーツインテリジェンスっていう言葉がありますけ

れども、まさしくその世界があると思います。 

それを、学校を離れて、地域社会にゆだねるということなのですけども、一

番の問題点は、河南町においても、体育施設は限られている、しかもその体育

施設は今現在、河南町の住民のいろんな各種クラブのために、恐らくはスケ

ジュールはビシッと埋まっていると。テニスコートにしても埋まっています。 

その限られたキャパシティの中に、学校教育の部活動を入れて、地域にゆだね

て、地域のスポーツ団体を受けられるだけの余力があるのかな。指導者の面も

そう、施設の面もそう。その点をしっかり見ないと非常に難しいことだと思い

ます。その２点です。 

まず、この現場の雰囲気を教えていただけますか。 

 

委員からご質問が２点ありました。まず１点目の中学校の実態です。 

２つ目は、例えばこれが移行した場合の受け皿であるとか、場所も含め、人

も含めて、事務局の方で何か資料はありますか。 

 

まず競技経験のない教職員が指導することはあります。アンケートでは、部

活指導をやる気満々の人が地域移行反対だというご意見もあります。 

ただ全国的にいろんな調査をしている中で、２０代から５０代、子育て、ま

た子育て終わる手前のいわゆる正職と言われる教職員にアンケートを取った時

に、８割は地域移行をしてほしいという意見が出ております。 

中にも自分が一生懸命やっている中で成績を上げてる教職員についてはやり

たいと、地域移行にすると、そこで指導内容について差異が出てしまって、ト

ラブルが起こる可能性もあるというようなこともあって、温度差がありますが、

冷静にアンケートをみたときには、８割はやっぱり業務負担で、本来の勉学に

ついてのところになかなか注力できない。それと、皆さんご存知の通り、子ど

もの家庭事情が変わってきております。 

不登校の子どもの対応とか、トラブルの対応に、このクラブ活動によって手

薄になっているところも現実です。 

それと二つ目ですが、今、河南町の公的なものは、生涯まなぶ課の方で管轄

しております。スポーツでは９団体、軟式野球連盟、卓球、バレーボール、ソ

フトボール、スキー、バトミントン、テニス、グラウンドゴルフ、バウンドテ

ニスです。今中学校の方では男女も含めて１３クラブがあります。これは文化

部も入っている話になりますが、これをお任せする時に、やっぱりボランティ

アという形でお願いをするとなれば、いろんな問題も出てくると思います。持
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続をしていこうと思ったら、しっかりとお金なりを払ってという話にはなるの

ですが、先ほど委員がおっしゃったように、施設の問題もあります。国の検討

会議の提案の中でも、概略で書いていますけど、正直なところ、小さい町や村

でそういう人材が確保できるのかというのが非常に大きな問題だと思います。 

土地があったとしても、人材がなかったら、任すことはなかなか難しいので

はないかと思います。この辺も検討会議の提言の話ですので、検討会議で出て

きた内容を踏まえて最終文科省が取りまとめて、一定の方向性が出てくるのだ

と思います。 

ただ大きく内容は変わらないものだと思いますが、ただ現実としては、平成

３０年度に出ている文章の中でも、なかなか進んでないところを見ると、難し

いのではないかなとは、今のところは感じております。 

学習指導要領の位置付けもしっかりとしないと、中途半端な状況の中で地域

教育との関連という形では非常に難しいのでないかなと個人的には感じます。 

 

今説明もありました。他、この件について、何かお感じになっていることを

どうぞ。 

 

わたしは、もう部活動、地域移行っていうのはもう賛成です。 

ただいろいろニュースとか見ていると経済的な負担っていうのがその市町村

にとってもそうですし、家庭にとっても出てくるっていうそこの部分がとても

大きいのかなというふうに感じていまして、今、これ運動だけですけど、文化

も同じようになっていくっていう中で、スタディクーポン・イニシアチブって

いう、公益社団法人などが運営しているものになるのですけれども、そこがい

ろんな自治体に教育バウチャーを発行するという仕事をしておられて、千葉市

とか渋谷区とかはそういうものを採用されて、大阪市も塾代助成カードという

のを発行して、塾だけじゃなくてスポーツのチームの関係に使ったりだとか、

スイミングスクールとかそういう一般の習い事に使えたりだとかっていうよう

なことをされてるのですけれども、河南町でそういうものを導入される予定が

あるのかと思いました。 

 

今のところ、そういった検討の方はしておりません。 

部活動の意義という資料があると思います。これが大前提になっています。 

学習指導要領の中の学校運営上、留意事項といたしまして、部活動としては、

教育課程外の学校教育活動と教育課程の連携が図れるように留意するもので

す。教育課程外に位置付けられています。 

ところが、この要領によると、外には位置付けられているけれども、その下

段に書いてあるいろんな目的や、そういったことに関して学校教育の一環とし

て、教育課程との連携が図れるように留意すること、というただし書きみたい

な書き方がされています。今現在の指導要領においては、教育活動の延長線上

に中学の部活動があるという理解をしてございます。 
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そしてそれらに基づいて地域移行されていくのですけれども、地域移行の資

料の方にも、こういう教育は学習指導要領の改定も今後考えていかなければな

らないという検討事項も書かれているのです。 

やはりこういうベースを議論しないと、委員もおっしゃられたように、地域

移行イコール民間委託ということもなりかねない。 

または、保護者負担の差、費用の差によって、そういう教育延長線上の教育

活動なのに、受け入れる・受け入れないっていうような不平等が出てきても、

これも今の流れからしたら、おかしい。まだまだ検討課題があるのです。 

教育委員会といたしましても、こういった提言はなされていますが、慎重に

これを検討していこうという今現時点での考え方です。 

やはり、教職員の負担軽減は、一定これは効果があることは分かっています。 

かつ、指導要領がこういう形である以上は、教育活動の一環として位置付け

られている以上、地域に移行って言っているから、いきなり丸投げすると、か

なりの摩擦が生じるだろう。ここは慎重に、時期を見極めつつ、検討していこ

うという方向性は一定持ってますので、今後、じっくりと委員の皆様方ととも

に、こういった課題に関して検討し、いかに地域移行していくのがいいのか、

皆さんと考えていけたらと、今現時点では思っております。 

金券みたいなものを大阪市が配っているのですが、河南町で先ほど考えてな

い話をさせてもらったのですけど、今クラブ活動については、中学校 1 校当た

り 300万円配っています。 

1校に 300万円です。近隣市町村でいきますと、10倍ぐらい払っています。 

1校当たりの金額。通常大体４～５０万円、1校あたり平均４、５０万円なので

すが、河南町 300 万円渡してるので、高いんじゃないかといろんなとこから指

摘を受けています。 

近隣市町村と比べて、この東部でも、50万円前後ぐらいです。一番高いとこ

ろでも 1校あたりで 100万円いくかいかないというころで、大体 50万円前後ぐ

らいです。文化部も含めて、1 校当たりという形で補助金を出させていただい

ておりますので、子どもさんがクラブで入ったとすると、負担軽減も図られて

いると考えております。今現在クラブ活動については強制ではありません。 

昔々は全員参加の指導と思いますけど、今は違いまして、約８割の方が参加

されております。それ以外は、そういう地域のクラブチームに入ったりとか、

サッカーもありますから、そういうとこ入っている方、またクラブに全く入っ

てない方もいらっしゃいます。 

 

他に何かご意見どうぞ。 

 

日本の教育のいいところは、実は日本型教育というのですけども、運動会が

あったりとか、それからクラブがあったりとか、外国にはそういう活動はない

のです。 

スポーツなんかも完全に社会教育の方が、学校がノータッチでやっているっ
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ていうのがあって、今反対に日本型教育が外国で見直されている。だから外国

の人に比べたら、子どもが教室を掃除するのとか、給食をみんなで配膳するの

とか、或いは運動会をして、地域の人と一緒に楽しむのとか、見直されている

こともあるのです。 

実は日本型教育の効果も、部活動の意義に書いてあったように、教育課程外

の活動は、別にこれだけじゃなしに、小学校でも結構たくさんあるのですけど

も、その辺が大きいと思います。 

だから単にスポーツの地域移行も、子どもたちがそういうクラブとかいろん

なことで、体験を多くして、教育内容を高めるというのは大事。余りにもきちっ

と移行しすぎると、スポーツに対する意義は高まるけども教育的意義が薄れる

のではないかと危惧しております。 

例えば先生方の働き改革は必要だけれども、教育意義をしっかり踏まえた上

で、進めていただきたい。 

だから、クラブ活動が楽しみで学校教育を一生懸命頑張っている子もたくさ

んいるし、そのことによって、教育内容が高まっているということもたくさん

ありますので、そこのところはしっかり踏まえていかなきゃいけないかなあと

いうのが、感じているところです。 

 

教師にとっては、土日も行かないといけない、勤務時間が大体５時までなの

に、６時まで部活があたり前に毎日あるっていう現実で、先生のなり手が少な

いとか、そんなことを考えていくと、早急に何かしら変えていかないといけな

い時代じゃないかな。学習指導要領との関係もあるのですけど、やっぱりスポー

ツを専門にやりたい子どものニーズが高いっていうのも変わってきてることな

のかな。でも、河南町でこれやりましょうって言った時に、どうやってやろう

かな。陸上だけは先生が中心になって、クラブを作って、土日とかにも河南中

でやっておられて、そういう中心となる人物がいたら、陸上はそこでおさまる

だろう。じゃあ、例えば太子町の子がそこへ入りたいと思ったとき、どうやっ

て移動したらいいか、そんなことを考えたら実際、自分の町でやるしかないと

か考えていたら具体的な策が思いつかなくて。 

この３町村で、手を取り合って、バスケは河南町で担って、サッカーは前田

大善がいるから太子町が担ったらいいかなとか、思ってたのですけど、移動手

段が無いから難しい。 

 

今、４人の委員さんからも様々な意見が出されました。これは一般的に例え

ばニュースや新聞でも出ているように、さっきの補足の中でもあったように、

数字的には、委員さんがおっしゃったように、これは進めていくべきだという

ような意見も多い。しかしながら、やっぱり地域差もあるし、提言段階で一定

しか出てきてないので、結論づけるのは非常に難しい。先ほど、この中にもあ

りましたように、いろんなことを教育委員会の中でもご意見いただきながら、

河南町としてどういう方向性がよいか、まだ今の段階では慎重に。これからど
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んどん情報も出てくるだろうし、似たような規模のところが、こんな取り組み

し始めたというようなことも我々も情報収集しながら。大事なのは、さっき委

員もおっしゃられたように、やっぱり子どもだと思うのですよ。 

子どもに今まで保障された体験の場であるとか、そういったものが、例えば

これを移行することによって、ないがしろになったりとか、或いは保護者負担

が大きくなったりとか、そんなことはいけないなと思っていますし、それはど

ういうふうにして解決していくかは、これから慎重にじっくりと情報収集しな

がら検討する必要がある。片や教師の働き方改革は、早急に考えないといけな

い。ただ、部活動だけで完結して、部活動さえなくなれば、教師の働き方改革

なのか。まず、そもそも小学校部活動がないので。 

総合的に考えていかなくてはならない分野でもあるし、今日もたくさん資料

を用意したのですが、またご覧いただきながら、継続的な案件と感じておりま

す。 

 

どんな子どもを河南町では目指していくのか。本当に一つのスポーツに特化

して、例えば雪国ならスケートとか、特色の部分については、地域移行してい

けるのと違うかな。 

クラブ活動の意義を子どもたちが理解して保護者が理解して活動できるよう

に、無理のないように。優勝を目指すとか、スキルをアップするとか、高校だっ

たらインターハイに出れるとか、それで学校のネームバリューが上がっていく

とか、そんなところがあったり、そういうところも見え隠れしているので、ど

ういう子どもを目指していくのかいうことを、まずは決めなきゃいけないのと

違うかな。 

 

資料の３枚綴りの、２枚目を見ていただいて、特定の運動種目、これはまさ

しく今中学校の部活に取り入れられているのは特定の種目ですよね。 

特定の運動種目に専念する活動だけではなく、休日等におけるスポーツ体験

教室や複数の運動種目を体験できる活動、体験型キャンプも新たな提言として

どんどんやっていいということだったら、河南町の地域の特性を生かせるよう

になると思います。 

昔、青崩にキャンプ場があったのですよ。綺麗な清流があって、沢蟹がいて、

とり放題で、蛍が飛んでくる。本当に心が洗われるような体験ができます。 

だから河南町ではそういう雑木林とかブッシュクラフトなんかいっぱいある

から、この体験型キャンプを河南町の特性を生かして、今後この教育委員会で

審議して、新たに立ち上げて欲しい。今、民間で持尾の方に、民間施設のキャ

ンプ場ができているのをご存じですか。持尾です。半年前にオープンしている

のです。車が施設に入っていけてそのまま泊まりでテント張ってできるのです。

私もキャンプが好きだから、ぜひぜひ河南町の特性生かしてやってみたいなと

いう思いがあります。 
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事務局 

 

教育長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

教育長 

 

 

事務局 

 

 

教育長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

河南町としてね、どんな子どもを育てていくのか、河南町のいいところとか。 

利点を生かしながらという意味では、今のご意見も含めながら、どうしてい

くのかっていうのは、先ほども申しましたが、慎重に進めていきたいなと思っ

ております。 

この件について他にないですか。 

それでは、「（３）第２５回ぷくぷくサンデーコンサートについて」、説明をお

願いします。 

 

 「（３）第２５回ぷくぷくサンデーコンサートについて」 資料に基づき説明 

 

特に質問等ないですか。次に「（４）その他について」事務局から説明をお願

いします。 

 

こども１ばん課の予算で新しく今年度実施させていただくものがあります。

大阪府内の１８歳以下の子どもに対し、１万円のギフトカードを配布するとい

う事業がありますが、河南町ではさらにそれの５０００円上乗せした形で、１

万５０００円を配布させていただくことを考えております。 

 

 この件については、特に意見はございませんか。他に事務局から何かありま

すか。 

 

イングリッシュキャンプを８月１８日、１９日に府立少年自然の家で開催さ

せていただきます。また委員の方にご覧いただけたらと思います。 

 

他にないですか。 

 

今中学校にフィリピンの方から来ていただいているＡＬＴがもう３年で任期

満了になります。デニース先生ですが、一旦これで契約が終わりです。 

本来５年任期はあるのですが、河南町も３年になりますので残り２年につい

ては太子町の方へ行かれます。 

太子町の中学校へ勤務という形で、今、予定しております。その後、７月２

４日にアメリカの方から、新たな先生が来られます。今回は弁護士資格を持っ

た先生が来られます。 

７月にはデニースの方から、退任にあたっての挨拶をしてもらいますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

それでは、委員の方々から何かご提案等はないですか。 

 

先日、子どもがオンライン授業というのですかね、授業中継を始めますって

いう案内を持って帰ってきたのですけれども、私はうれしいなと思って見させ
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委員 

 

 

 

 

ていただきました。それをするにあたって実施理由が新型コロナ等っていう書

き方だけだったのですけれども、できたら、私の希望としては不登校の子とか、

そういう子とかが使えるようになってくれたら嬉しいなと思っています。 

今聞きたいこととしては現在の実施状況がどのようになっているかっていう

ことと、あともう一つ使うために学校に対して申し込みが必要、みたいなこと

が書いてあったので、意義はすごく理解できると思ったのですけれども、でき

たら、来年度からは、年度初めに、よく誓約書みたいな、この顔がホームペー

ジに載ったらだめとか、いいとか、いっぱい書類があると思うのですけれども、

その中の一つに、いざという時はオンラインでの授業を受講することを希望す

るかどうかっていうことの意思確認を年度初めに全員取るのはどうかなと思っ

ています。完全に不登校になってしまう前に、そうやって、例えばいつもなら

学校に来ているのに、最近オンラインが多いなとか、せっかく作っていただい

たフォーマットを使って、コロナだけじゃなくて、全部の子どもに、恩恵を与

えられるようなものにしていただけたらすごく嬉しいなと思っています。 

 

学校の方は、個別対応という形で今やっております。 

この前に今年度の予算で、ＡＩドリル、デジタル教材の方も購入、ライセン

スを調達いたしまして、河南町の小中学校で採択している教科書に合わせた教

材、ソフトウェアを導入させていただいております。持って帰ってやるってい

うのはなかなか難しいですけども、学校の中で、機械に慣れてもらいながら、

どうしても学校に来れない場合、そのドリルをつかうなり、また、ライブ中継

を個別対応という形で進めて、いくという話で今のところ進めさせていただい

ております。 

 

今実際そうやってオンラインで、授業受けている子どもはおられるのですか。 

 

不登校であったりコロナであったり、一斉に見せるという方法を試験的に

やったり、例えば夕方子どもたちが帰った後に、その子どもに対して１対１で

やる、５０分の授業じゃなくても、必要に応じて個別に応じてしています。 

ただ一部学校で、教室に入れないお子さんもいらっしゃって、別室で、外部

で授業を受けているお子さんはいらっしゃいます。 

また、教育支援センターをやっていますので、子どもさんが希望するならば、

ライブ中継の話をしていますが、まだ子どもさんの方からライブ中継を求めら

れておりません。 

 

本人から要望があるかどうかっていうのももちろん大事なことだとは思うの

ですけれども、どこにいても、学校の授業を聞くことができるっていうのが、

やっぱりいいなあと私は思っているので、ぜひそういうふうに進んでいったら

いいなと思います。 
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委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

例えばオンラインということをすごく喜びすぎて、家から出られないように

なってしまうことも危惧されるようなところがあります。だから本当に必要に

応じて、事態に応じての対応になると思います。でも、学校に行きにくいお子

さんにとったら、いろいろ選択できる形になれば一番いいかなと思います。 

 

今行っている子にとっても、日々いろんなことがあって、学校に行くのがし

んどい日もある中で、いざという時は、授業だけはこれで聞けるっていうのは

一つの安心材料になると思いますし、発信していただくことにすごく意味があ

ることじゃないかなって保護者として思っています。 

 

過度期になりますので、できる限りのこと、できることから順番にやってい

きたいと思います。 

 

他、今の件で付け加えとかないですか。 

今、事務局も申し上げたように、とにかくできることをやっていこう、その

中で、あんまり子どもにとってどうであるのか、そこら辺は大事にしていきた

いと思っていますので、まだ何かご意見あったら出してください。他どうです

か。 

 

就学前健診とかでいきなり教育相談とかあると思うのですけど、そうじゃな

くって、その手前で、それはもう健康の話ですってなってしまうのだけど、そ

ういうことが教育と連携していくっていうか、こども１ばん課でもそういうこ

とを連携したら、発達障害の子とかが早期発見できたり、繋がっていくのかな

と思ったので度教えてください。 

 

就学されるまでのお子さんが遊びに行けるのかなっていう感じはあるのです

けれども、そこでお母さんと子どもさんが来て遊んでいた中で、みな保育士の

資格を持った先生たちがパソコンや公園のところに子どもさん見守ってくれて

ますので、例えば育児のことに悩んでいるとか、ちょっと発達遅いのかなって

気にされる方いらっしたら、そういうのは、先生に伝えてもらったらこども１

ばん課に連絡きまして、例えば言語の練習、体を動かしながら言葉を出す練習

とか、動き的にもちょっと遅れてるかなというお子さんも、おもちゃを使って

階段上って降りてとかいって体を動かして、発達を促すという事業の方にご案

内したいっていうのをさせてもらって、発達の検査を受けたいということであ

れば、またそこから、データをいただいて検査して、見解を園に情報提供とい

うことはさせてもらっています。また小学校に行くお子さんのことについては、

随時連絡していますのでもう関わりは持って保育までの方については対応させ

ていただいています。 

 

他はどうですか。よろしいですか。 
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 以上をもちまして本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

次回の定例会は令和４年７月２８日（木）午後２時からお願いします。 

これをもちまして６月の教育委員会定例会を閉会いたします。 
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令和  年  月  日 

               教 育 長 名  

 

署名委員名  


